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介 護 保 険 の質問にお答えします!
皆さんからこれまでに。介護保険に関して様々な問い合わせが寄せられています。
その中でも特に関心の高いものについて紹介し、質問にお答えします。

介護認 定について

(問)介護サービスを利用するには、どのような手続きをすればよいの
でしょうか?

(答)介護サービスを利用するには、要介護の認定を受ける必要があり
ます。介護保険課または福祉事務所へ介護認定の手続きをしてく
ださい。認定まで約1 ヵ月です。地域包括支援センターやケアマ
ネジャーのいる事業所に相談することもできます。

(問)入院中でも要介護の認定は受けられますか?
(答)入院中でも要介護の認定の手続きはできますが、病状が安定して

いないと、認定までに相当の日数がかかる場合があります。手続
きの時期については主治医によくご相談ください。

介護サービスの費用について

(問)介護サービスを利用することになり、家計に負担がかかるのが
心配です。

(答)介護サービスの利用者負担は1 割です。それぞれの世帯ごとに
上限額が決まっていて、それを超えた分について高額介護サー
ビス費が支払われます。
また、区民税非課税世帯の方で、施設入所または短期入所をご
利用の場合は。世帯の収入に応じて食費・居住費が減額になり
ます。ほかに、生計が困難で減額条件にあてはまる方は、特定
の事業者のサービスを利用した場合、利用者負担額が軽減され
ます。
上記いずれの場合も申請が必要です。

介 護 保 険 料 に つ いて

(問)私が自分の介護保険料を支払っていれば、親が介護サービスを受
けられますか?

( 答)
介護保険は被保険者が、それぞれ保険料を納める必要があります。
保険料を滞納すると介護が必要になったとき、サービス給付の制
限を受ける場合があります。家族の保険料がきちんと納められて
いることをご確認ください。

(問)介護保険料の支払いについて相談したいのですが、平日は区役所
に行けません。

(答)保険料の相談・納付については、毎月第4 日曜日( 12 月のみ第3
日曜日) に介護保険課の窓口を開庁しています。

開庁時間は午前9 時から午後4 時 までです。

(問)年金から天引きされる保険料が、18 年10 月分から約2 倍になりました。
改定後の保険料より高いのはどうしてですか?

( 答) 4月から保険料を改定しましたが、年金天引きの方の場合4 ・6 ・8 月の天引き額は、原則とし
て今年の2 月の額と同額に定められているため、改定前の保険料となっています。改定になった
保険料の増額分は10 ・12 ・2 月の保険料と合算されるため、改定額より高くなっています。
なお、このような方は、天引き額が均等になるよう19 年6 ・8 月の天引き額を調整する予定です。

( 例) 17 年度の年間保険料38, 600円( 1 回の年金天引き額6, 400 円) の方が
改定により年間保険料52, 560円( 本来の年金天引き額8, 700 円) になった場合

※ 18 年度と19 年度で課税状況や世帯構成に変更がなかった場合の例

保険料の段階別の金額は毎年7 月に郵送する「決定通知書」の裏面に記載してあります

介護保険法の改正により
18 年10 月から

遺族年金・障害年金も
あらたに天引きする

対象になりました

介護保険課　問い合わせ先( 直通)

■ 介護保険制度に関すること・・・・・介護保険係 　3880- 5887
■ 保険証・保険料額に関すること・・・資格賦課係 　3880- 5745
■ 保険料の納付に関すること・・・・・収納管理係 　3880- 5744
■ 介護認定に関すること・・・・・・・介護認定係 　3880- 5256
■ 介護給付に関すること・・・・・・・保険給付係 　3880- 5743
■ 介護保険のサービスに関すること・・事業者指導担当 　3880- 5746
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地域包括支援センターがあなたの介護をサポートします
介護サービスを受ける方が増えていますが、その中で介護状態が軽度の方が大幅に増えています。軽度の方は適切な

介護サービスを利用することで、介護の状態を維持したり、改善できる可能性が高くなります。できる限り要介護状鱗

にならない、あるいは重度化しないように、「介護予防」を重視した制度が始まりました。
要介護の状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けていかれるように、地域における介護の中核施設として「地域

包括支援センター」ができました。「介護予防」事業を中心に。高齢者や家族からの幅広い介護の相談に応じます。

現
在
介
護
が
必
要
で
す
か
?

は い

要介護認定申請
介護保険課または福祉事務所の
窓口へ介護保険証を添えて申請
してください。
※ 40～64歳の方( 特定疾病
に該当の方) は医療保険証を持
参してください。

◆ 本人また は家族が申 請してく

ださい。
◆ 地域包括支 援セン ター、指定
居宅介護支 援事業者 などが申

請を代行することもできます。

認定審査
下記の手順により認定します。

訪問調査
主 治 医 の 意 見 書

一 次 判定( コン ピ ュータ 判 定)

二 次判 定( 介護 認定 審査 会)

※ 要介護1 の場合のみ、予防 給

付審査を実施

要介護5

要介護4

要 介護3

要介護2

要介護1

介 護 保 険

指定居宅介護支援事業者
( 介護給付マネジメント)

介護支援専門員( ケアマネジャー) が、

本 人の状 態や家族の希望 を確認して 介

護サービ ス計画を作成します。

介護サービス
( 重度化の予防)

日常生活で介護を必要とする度合いの高い方が、生活の維持・改善

を図るためのサービス

■ 在宅サービス

● 訪問介護( ホームヘルプ) ● 訪問看護
● 通所介護( デイサービス) ● 通所リハビリテーション( デイケア)

● 住宅改修費支給 ● 短期入所生活介護( ショートステイ)

● 福祉用具貸与 ● 特定 福祉用具購入 など

■ 施設サービス

● 介護老人福祉施設( 特別 養護老人ホーム)

● 介護老人保健施設( 老 人保健施設)

● 介護療養型医療施設( 療 養病床等)

■ 地域密薯型サービス

● 認知 症対応型共同生活介護( グループホーム)

● 認知 症対応型通所介護 など

要支援2

要支援1

介 護 予 防 事 業

地域包括支援センター ※表1

( 介護予防給付のマネジメント)

《主な業 務内容》

◆ 高齢者の介護や在宅生活、施設入
所に関する総合的な相談窓口です
◆ 要介護認定申請を代行します
◆ 特定高齢者の介護予防のケアマネ

ジメントを行います
◆ 高齢者の権利を擁護し、虐待を防
止します
◆ あんしんネットワークを進めます
◆ 介護保険外サービス申請を手伝い

ます

介護予防 サービス

( 要介護化の予防)

要支援1 ・2 の認定を受け た方が、要介護状態にならないよう状

態の維持・改善を図るためのサービス

■ 在宅サービス

● 介護予防訪問介護 ● 介護予防訪問入浴介護
● 介護予防訪問看護 ●介護予防通所介護
● 介護予防通所リハビリテーション
(運動機能向上・栄養改善・口腔機能向上)
● 介護予防住宅改修費支給 ● 特定介護予防福祉用具購入 など

■ 地域密着型介護予防サービス

● 介護予防認知症対応型通所介護

● 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ※ 1 など

( ※ 1については要支援1の方は受けられません。)
いいえ

非
該
当

受診・相談
◆ 「生活習慣病予防健診」時に、医師が介護予防
チェック票( 介護予防のための生活機能評 価)
で心身 の状態を確認します。

◆ 地域包括支 援センターで相談を行い ます。

特定高齢者
生活機能が低下し、介護や
支援が必要となるおそれが
高い高齢者

特 定 高 齢 者
介 護 予 防 事 業

( 要支援化の予防)

介護予防プログラムへの参加が望ましいとされた方( 特定高齢者)

が利用するサービス

介護予防事業におおむね3ヵ月間参加していただき、効果を判定します。

■ 運動 機能向上教室

● 筋力向上トレーニングマシン教室

2会場( 総合 スポーツセンター、高齢者在宅サービスセンター西新井)

● はつらつ筋力教室
身近な住区センターなどで、簡単な器具を利用した運動教室

■ 口腔機能向上教室

区が指定する介護予防事業所で行います。

その他の高齢者
一 般 向 け の
介護予防事業

( 健康の維持)

要支援・要介護状態にならないよう予防し、いきいき暮らせるための事業

■ 介護予防教室 ■ 高齢者健康教育事業 ■ 地域リハビリテーション事業

■ 認知症介護予防事業 ■ ふれあい遊湯う事業

■ 総合スポーツセンターの各種教室

介護保険課・地 域包括支援セン ターにパ ンフレットがあります。

表1　足立区地域包括支援センター

愛称を募集します。
詳 しく は4 面 をご 覧く ださい 。

▲ 筋力向上トレーニングマシン教室の様子

■ 地域包括支援センター・介護予 防事業に関すること

【問い合わせ先】 高齢サービス課介護予防係 　3880- 5885
■ 介護 認定に関 すること

【問い合わせ先】介護保険課介護認定係0　3880- 5256
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～皆さんの保険料は貴重な財源です～
介護保険サービスの財源は、保険料と税金です

介護保険事業は、区の一般会計とは別に運営され、介護

サービスにかかる経費は保険料と税金でまかなわれます。

内訳は、保険料が50%( 65歳以上の人の保険料19%

と40～64歳の人の保険料31%) 、税金が50%( 足

立区12. 5% 、東京都12. 5% 、国25%) です。

介護保険を利用する人( 要介護認定者数) 、介護サービスに使われる金額( 保険給付費) は大きく伸びています

平成18 年の要介護認定者数は、介護保険制度が始まった平成12 年と比較すると約2 倍( 21, 268 人) となりました。
( グラフ1) また、介護サービス費( 保険給付費) が、要介護認定者の増加にともない、年々増大しています。( グラ
フ2) 保険給付費の増大は保険料の上昇につながるため、介護予防を重視した制度に転換しました。( 2 ・3面をご覧く
ださい)

グラ フ1

要介護認定者数

グラフ2
保険給付費

介護保険サービ スに関する相談・苦情

受付窓口が充実します!

介護保険 ほっとらいん
【担 当】介護保険課事業者指導

3880- 5746
専門相談 員が電話 や来庁 による林

談をお受けします。必要に応じて自宅
への訪問もいたします。

【受付時間】月曜日～金曜日(休日除く)

9時～16時

「権利擁護センターあだち」でも、
相談・苦情を受け付けています。

5813- 3551
FAX　5813- 3550
所在地　足立区千住仲町19- 3

「地域包括支援センター」の
愛称を募集しま す!

【応募資格】足立区在住・在勤・在学の方

【応募方法】住所・氏名・電話番号と愛称

名( 1人1 作品) を書いてお送りください。
はがきでもE メール( 件名に「愛称募集」

と入力してください) でも可能です。
【あ て先 】〈はが き 〉〒120- 8510　 足 立

区 中 央 本 町1- 17- 1　 高齢 サ ービ ス 課　

介 護 予 防 係

( E メール) k- ser vi ce@ci t y. adachi . t okyo. j p

【締め切り】平成18 年10 月31 日(当日消印有効)
【発 表】11 月下旬に区ホームページ

で発表します。
★採用された作品には記念品を贈呈し

ます。また作品の著作権は区に帰属しま
す。(得られた情報はこの目的だけに使

用します。)

特別養護老人ホームが新たに
開設します!

【開設予定施鼓】
( 仮称)はるかぜ( 平成19年1月開設予定)
足立区東保木間1- 19- 5 定員30 名
【入所申し込み方法】
上記施設を第1 希望として新規に申し込み
される方は、11月中旬に上配住所に設置さ
れる開設準備室に、入所申込書を提出して
ください。すでに特養を申し込みされてい
る方で、申し込み時に「区内のほかの特養
に入所できる場合は入所を希望する」とし
た方は、新規施設を希望しているとみなし
ますので、変更手続きは必要ありません。
【問い合わせ先】
● 施設の空き状況や申し込み方法について
開設準備室 　3850- 6349
● 一般的な特養の申し込みについて
高齢サービス課介護予防係

3880- 5885

古紙配合率100%再生紙を使用し てい ます


